
　

平
成
13
年
10
月
13
日
に
「
配
偶
者

暴
力
防
止
法
」（
配
偶
者
か
ら
の
暴

力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関

す
る
法
律
）
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
約

６
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
保
護
命
令
制
度
の
拡
充
、

市
町
村
に
対
す
る
基
本
計
画
策
定
の

努
力
義
務
な
ど
を
定
め
た
同
法
の

一
部
改
正
法
が
、
平
成
19
年
通
常
国

会
で
成
立
、
７
月
11
日
に
公
布
さ
れ
、

20
年
１
月
11
日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

改
正
の
主
な
ポ
イ
ン
ト

１
．
保
護
命
令
制
度
の
拡
充

① 

生
命
・
身
体
に
対
す
る
脅
迫
を
受

け
た
被
害
者
も
保
護
命
令
の
申
し

立
て
が
で
き
ま
す
。

② 

被
害
者
に
対
す
る
電
話
・
電
子

メ
ー
ル
等
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

③ 

被
害
者
の
親
族
等
も
接
近
禁
止
命

令
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

２
．
市
町
村
基
本
計
画
の
策
定

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
・
被

害
者
の
保
護
の
た
め
の
施
策
の
実
施

に
関
す
る
基
本
計
画
の
策
定
が
、
市

町
村
の
努
力
義
務
と
な
り
ま
す
。

３
．
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
に
関
す
る
改
正

① 

市
町
村
の
適
切
な
施
設
に
お
い
て
、

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

（
以
下「
支
援
セ
ン
タ
ー
」と
い
う
）

と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に

す
る
こ
と
が
、
市
町
村
の
努
力
義

務
と
な
り
ま
す
。

② 

被
害
者
の
緊
急
時
に
お
け
る
安
全

の
確
保
が
、
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業

務
と
し
て
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

４
．
裁
判
所
か
ら
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

の
保
護
命
令
の
発
令
に
関
す
る
通
知

　

保
護
命
令
を
発
し
た
場
合
、
裁
判

所
は
速
や
か
に
、
保
護
命
令
を
発
し

た
こ
と
と
そ
の
内
容
を
、
被
害
者
が

相
談
な
ど
を
し
た
支
援
セ
ン
タ
ー
に

通
知
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問　

こ
ど
も
福
祉
課（
福
祉
事
務
所
）

☎
３
２
│
１
４
０
４

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

　

配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、
性
犯

罪
、
売
買
春
・
人
身
取
引
、
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
な
ど
女
性
に
対
す
る
暴
力

は
、
女
性
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す

る
も
の
で
あ
り
、
男
女
共
同
参
画
社

会
を
形
成
し
て
い

く
上
で
克
服
す
べ

き
重
要
な
課
題
で

す
。
男
女
共
同
参
画

推
進
本
部
で
は
、
11

月
12
日
か
ら
25
日

ま
で
の
２
週
間
「
女

性
に
対
す
る
暴
力

を
な
く
す
運
動
」
を

実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
法
務
省
で
は
、
こ
の
期
間
中

の
11
月
12
日
か
ら
18
日
ま
で
を
全
国

一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間
と
定
め
、
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

（
専
用
電
話
相
談
窓
口
）
を
増
設
し
、

人
権
擁
護
委
員
や
法
務
局
職
員
が
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
（
右
ポ
ス
タ
ー

参
照
）。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。

☎
０
５
７
０
│
０ゼ
ロ
ナ
ナ
ゼ
ロ

７
０
│の

８ハ
ー
ト
ラ
イ
ン

１
０

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
通
信

人権啓発課
男女共生係
☎ 32-1708
FAX32-0110

Vol.37

Ｑ
何
の
た
め
の
条
例
？

Ａ
女
性
も
男
性
も
幸
せ
に
暮
ら
せ
る

社
会
を
つ
く
る
た
め
、
宇
城
市
に
住

ん
だ
り
通
学
・
通
勤
し
た
り
す
る
人
・

会
社
や
学
校
が
力
を
合
わ
せ
る
た
め

の
取
り
決
め
で
す
。

　
Ｑ
条
例
に
出
て
く
る
言
葉
が
よ
く
分

か
ら
な
い
の
で
す
が
…

Ａ
男
女
共
同
参
画
社
会
…
女
・
男
に

こ
だ
わ
ら
ず
、
権
利
と
責
任
を
持
っ

て
自
由
・
平
等
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き

る
社
会

積
極
的
改
善
措
置
…
ま
だ
あ
る
男
女

の
差
を
埋
め
る
た
め
に
サ
ポ
ー
ト
す

る
こ
と

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
…

い
や
ら
し
い
こ
と
を
言
っ
た
り
・
し

た
り
す
る
嫌
が
ら
せ

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

…
恋
人
や
夫
婦
な
ど
親
し
い
男
女
の

間
で
の
暴
力
や
嫌
が
ら
せ

Ｑ
大
切
な
こ
と
は
何
？

Ａ
○
女
性
も
男
性
も
一
人
一
人
の
人

権
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、

持
っ
て
い
る
力
を
生
か
せ
る
こ
と

○
男
女
不
平
等
が
隠
さ
れ
て
い
る
し

き
た
り
・
な
ら
わ
し
を
見
直
す
こ
と

○
大
切
な
こ
と
を
決
め
る
と
き
に
、

女
性
も
男
性
も
意
見
を
出
す
こ
と

○
家
事
・
育
児
・
介
護
の
た
め
に
、

家
族
が
力
を
合
わ
せ
る
こ
と

○
女
性
も
男
性
も
健
康
に
暮
ら
せ
る

こ
と

○
女
性
と
男
性
を
取
り
巻
く
問
題

は
、
外
国
も
同
じ
、
だ
か
ら
国
を
越

え
て
力
を
合
わ
せ
る
こ
と

○
市
や
市
で
暮
ら
す
人
、
市
内
に
あ

る
会
社
な
ど
、
み
ん
な
で
力
を
合
わ

せ
る
こ
と

Ｑ
具
体
的
な
目
標
は
？

Ａ
家
庭
…
家
事
・
育
児
・
介
護
は
家

族
で
分
担
し
、
健
康
・
安
心
・
安
全

な
暮
ら
し
が
で
き
る
こ
と

職
場
…
女
性
も
男
性
も
能
力
・
個
性
・

意
欲
を
生
か
し
て
仕
事
が
で
き
る
こ

と
、
育
児
や
介
護
の
休
み
が
取
れ
、

家
庭
と
仕
事
の
両
方
を
安
心
し
て
で

き
る
こ
と

学
校
…
女
性
も
男
性
も
個
性
や
能
力

を
伸
ば
し
、進
む
道
を
選
べ
る
こ
と
、

教
育
に
か
か
わ
る
人
が
男
女
共
同
参

画
を
理
解
し
、
男
女
平
等
教
育
が
行

わ
れ
る
こ
と

地
域
社
会
…
女
性
も
男
性
も
町
づ
く

り
に
知
恵
や
力
を
生
か
せ
る
こ
と

Ｑ
市
は
何
を
す
る
の
？

Ａ
男
女
共
同
参
画
社
会
が
実
現
す
る

よ
う
計
画
的
・
総
合
的
に
市
の
仕
事

を
行
い
ま
す
。

Ｑ
市
民
は
何
を
す
る
の
？

Ａ
家
庭
・
職
場
・
学
校
・
地
域
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
男
女
共
同
参
画

社
会
が
実
現
す
る
よ
う
行
動
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
市
が
行
う
男
女
共

同
参
画
に
関
す
る
取
り
組
み
に
協
力

し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
っ
て
？

Ａ
女
性
だ
か
ら
、
男
性
だ
か
ら
と

言
っ
て
差
別
す
る
こ
と
・
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
は
絶
対

ダ
メ
。

　

ま
た
、
性
別
に
よ
っ
て
生
き
方
を

決
め
付
け
る
よ
う
な
「
男
は
仕
事
、

女
は
家
庭
」
と
い
っ
た
表
現
や
女
性

に
対
す
る
暴
力
に
つ
な
が
る
よ
う
な

表
現
を
無
く
し
ま
し
ょ
う
。

Ｑ
市
長
が
す
る
こ
と
は
？

Ａ
男
女
共
同
参
画
社
会
を
つ
く
る
た

め
に
市
民
の
声
を
聞
い
て
計
画
を
立

て
、
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

Ｑ
男
女
共
同
参
画
の
こ
と
を
学
ぶ
た

め
に
は
？

Ａ
市
に
関
係
す
る
人
や
団
体
に
、
市

は
男
女
共
同
参
画
の
こ
と
を
知
ら
せ

ま
す
。
教
育
の
場
で
も
男
女
共
同
参

画
を
教
え
て
い
き
ま
す
。

Ｑ
家
庭
と
仕
事
を
両
立
す
る
た
め
の

取
り
組
み
は
？

Ａ
市
は
利
用
し
や
す
い
保
育
・
介
護

サ
ー
ビ
ス
や
働
き
や
す
い
職
場
づ
く

り
に
取
り
組
み
ま
す
。

Ｑ
農
業
や
商
工
業
へ
女
性
の
意
見
を

生
か
す
た
め
に
は
？

Ａ
市
は
商
工
業
・
農
林
水
産
業
な
ど

自
営
業
の
経
営
に
女
性
も
男
性
も
対

等
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

Ｑ
市
の
○
○
委
員
や
管
理
職
に
、
女

性
を
増
や
す
た
め
に
ど
う
す
る
の
？

Ａ
市
の
各
種
委
員
の
男
女
比
が
７
対

３
以
上
に
片
寄
ら
な
い
よ
う
に
努
力

し
ま
す
。
ま
た
、
市
職
員
に
つ
い
て

も
、
性
別
で
は
な
く
能
力
で
機
会
を

与
え
る
よ
う
に
努
力
し
ま
す
。

Ｑ
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
男
女
共
同

参
画
を
進
め
て
い
く
の
？

Ａ
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
調
査
・

研
究
し
、
法
律
や
財
政
な
ど
の
仕
組

み
を
工
夫
す
る
よ
う
努
力
し
ま
す
。

Ｑ
男
女
共
同
参
画
を
進
め
て
い
く
た

め
に
他
に
計
画
し
て
い
る
こ
と
は
？

Ａ
男
女
共
同
参
画
専
門
の
施
設
を
造

る
よ
う
努
力
し
て
い
き
ま
す
。ま
た
、

男
女
共
同
参
画
週
間
を
６
月
23
日
か

ら
１
週
間
と
決
め
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど

を
計
画
し
て
い
き
ま
す
。

Ｑ
困
っ
た
こ
と
が
起
き
た
ら
？

Ａ
市
の
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施

策
に
つ
い
て
の
苦
情
や
相
談
は
、
市

（
人
権
啓
発
課
）
に
伝
え
て
く
だ
さ

い
。市
長
が
判
断
し
必
要
と
な
れ
ば
、

宇
城
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会
の
意

見
を
聞
い
て
お
答
え
し
ま
す
。

Ｑ
男
女
共
同
参
画
の
進
み
具
合
は
？

Ａ
毎
年
、
報
告
書
を
作
っ
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

「
配
偶
者
暴
力
防
止
法
」が
変
わ
り
ま
す
！

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

◆DVに関すること
県女性相談センターDV電話相談
（県福祉総合相談所内）
※県配偶者暴力相談支援センター

☎096－381－7110
（平日8:30～24:00、

土・日・祝日9:00～24:00）

県女性総合相談室
（くまもと県民交流館パレア内）

☎096－355－2223
（月・木・金・土9:00～16:00、

水9:00～20:00）

熊本市総合女性センター総合相談室
（熊本市総合女性センター内）

☎096－343－8306
（火・水・金・土10:00～16:00

木10:00～20:00）
熊本市勤労婦人センター
DV法律相談

☎096－322－6232
（第2・第4火13:00～16:00）

◆  DV、家庭不和、離婚、過去の性的被害や DV被害
による心身の不調、不妊などに関すること

宇城市役所こども福祉課
（福祉事務所）

☎32－1404
（平日8:30～17:30）

◆ストーカー・DV、生活安全に関すること

ストーカー・DV対策室
（県警察本部）

☎096－383－9110
（24時間対応）
※プッシュホン・携帯からは
　「#9110」でかかります。

◆性犯罪に関すること

レディース110番（県警） 0120－8343－81
（平日9:30～18:15）

◆鉄道施設での痴漢被害等に関すること

地域課鉄道警察隊（県警） ☎096－352－4887
（平日9:30～18:15）

◆犯罪被害者やその家族のためのご相談
（社）熊本犯罪被害者支援
センター

☎096－386－1033
（平日10:00～16:00）

◆ 差別的取り扱い、セクハラ、育児・介護休業等に関すること

熊本労働局雇用均等室 ☎096－352－3865
（平日8:30～17:00）

女性のための相談窓口

行
列
の
で
き
る
条
例
相
談
所
!?

「
Ｑ
＆
Ａ 

知
り
た
い
・
聞
き
た
い
!!

 
宇
城
市
男
女
共
同
参
画
推
進
条
例
」
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